
再審法改正に関する元裁判官の共同声明

現在再審制度の改正についての議論が本格化 してい る。

これは、近時い くつもの再審無罪判決が出され、 と りわけ昨年の袴

田事件の再審無罪判決 によ り、現在の再審制度ではえん罪救済 とい う

再審の 目的を実効的に実現できない ことが広 く社会で認識 された結果

である。

この よ うな状況 を受 けて、超 党派 の国会議員 の有 志 が 「えん罪被 害

者 のた めの再審法 改正 を早期 に実現す る議員 連盟」 を設 立 し、 えん罪

被 害者 をは じめ とす る各種 ヒア リングを行 って、再審 制度 の喫 緊 の課

題 を解 決す べ く 「刑 事 訴訟法 の一部 を改正す る法律 案 」 をま とめ、令

和7年6.月18日 数 党 が共 同 で 国会 に提 出 した 。 この法案 は、請 求人側

に証拠 開示請求権 を認 め、速や か に証拠 開示が な され るよ うに、検察

官 に開示 を命 じる権 限 は も とよ り、一一定 の場合 には命 じる義務 を裁 判

所 に認 め るもので あ り、 まk、 再 審 請 求 事 件 長 期 化 の 大 き な原 因で あ

る開始決 定 に対 す る検 察官抗告 を禁止 す る、 さらに は、 同 じ裁 判官 に

よる判 断 を避 け るた めの除斥 、審 理 の円滑化 及び迅速 化 を図 るた めの

期 日指定 な どの手続規 定 を設 け る とい うもので ある。

時 を同 じくす るよ うに、法務 大 臣の諮 問機 関で ある法 制審議 会 に刑

事 法(再 審 関係)部 会(以 下 「部 会 」 とい う。)が 設 置 され 、 諮 問事 項

で あ る刑 事 再審 に関す るいわ ゆ る証拠 開示 、再審 開始 決 定 に対す る不

服 申立て等 の規律 につい て、令 和7年4月21日 か ら議 論 が 始 ま っ た。

部会における論点は多岐にわたっているが、部会で最 も先鋭 に対立

している論点は、前述 した証拠開示及び開始決定に対す る検察官抗告

の可否である。対立の原因の一つ として、再審請求事件 の審理の現状
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に対 す る認識 の相 違 が ある。

再審 が 開始 され 、無罪 になった事件 の多 くにおいて、決 め手 に なっ

た証拠 は、請求時 に請求人側 が提 出 した新 証拠 ではな く、 それ まで捜

査機 関の下で眠 ってい て、弁護 人 の度 重 な る求 めによって よ うや く開

示 され た証拠 であ る。 しか し、請求人 側 は検察 官等が保 管す るそ の よ

うな新 証拠 を提 出す る こ とはできず、 しか も、検察 官が証拠 を開示 し

ない 、また は開示す るまで に、 時に は何年 、何十年 もか かって い る。

この こ とは、再審 に よるえん罪 救済 が極 めて困難 で、救 済 できた と し

て も長 期 間を要 して い る大 きな原 因 となってい る。 なぜ証 拠 開示 が進

ま ないの か、そ の原 因 は、検察 官 に証拠 の 開示 を義務付 け る法律 が な

い こ とに ある。裁 判所 は、 明確 な条 文上 の根拠 がないた めに検 察官 に

証拠 開示 を命 じるこ とに躊躇 し、検察 官 は、法律 上 の根拠 が ない とし

て 開示 の求 めに応 じないの であ る。

この よ うな再審請 求事件 の審理 の現 状を直視すれ ば、現状 を肯定 的

に評 価す るこ とな ど到 底で きない はず であ る。 しか し、 多 くの部会 の

委員 は、現状 に大 きな問題 はないか の よ うな評価 を し、請 求人側 に証

拠 が 開示 されやす くす るよ うな法規 制 に反 対 してい る。 さ らに、反 対

意 見 において は、証拠 開示 の規定 は設 ける ものの、 開示 の対象 を請 求

人側 が提 出 した新 証拠 とそ の請 求理 由 に関す るもの に限 定 し、それ以

外 の証拠 につ いては、裁判 所 は開示 を命 じる ことはで きない とす る趣

旨を述 べ るものが あ る。 しか し、 これ は、裁 判所 が職権 に よ りあ る程

度広 範 な証拠 開示 を求 める場合 もあ る現状 よ りも、明 らか に証拠 開示

の範 囲 を狭 める結果 を もた らす もので、改悪以外 の何 もので もない。

検察官抗告について も、再審請求事件においては、検察官は当事者

ではないことを認 めつつ も、公益の代表者 とい う資格で、確定判決が

簡単に覆 されるべ きではないとい う法 的安定の見地等か ら抗告できる
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との意 見 が多 く、学者 委員 です らもほぼ全員 が検 察官 抗告 の禁 止 に反

対 してい る。 しか し、 再審 開始 決定 は再審 が 開始 され るだ けの 中間的

な決 定 で あ り、検察 官 は再審公判 で有罪 の主張 ・立証 がで きる上 、 当

事者 で はない のに不服 申立権 を認 め るこ とは上訴制度 一一般 と整 合 しな

い。 そ して、検 察官抗 告 を禁止 すべ しとの意見 は、 この不服 申立 てに

よって えん罪救済 が長期化 し、 えん罪被 害者 に回復 し難 い苦難 を与 え

てい る とい う現状、 立法事 実 に根 ざ して い る。 これ に反対 す る意 見

は、 この よ うな現状 に 目を瞑 る ものであ り、 これで は全 く現状 の改 善

に繋 が らない。 再審 を研 究 してい る刑 事 法学者 は、 こぞっ て検 察官抗

告 を禁止 すべ きであ る と主張 してい るのであ る。

私 た ちは、再審事件 を経験 し、 あ るい は再審事 件 に 関心 を抱 い て き

た元裁判 官 と して、再審 事件 の審理 の実 情 を踏 ま える ことな く、現状

を安 易 に肯定す るよ うな意 見 には到底 賛 同で きない。

今 、再審制度 につ いて議論 してい るの は何 のた めな のか。 それ は、

え ん罪 とい う国家 によ る最大 の人権侵害 の被 害者 を速や か に救 済す る

た めであ る。そ の こ とが、改 めて確認 され な けれ ばな らない。

国会 には、そ の 目的 に沿 って、速や か にこの法案 の審議 に入 る こと

を求 め る。

部会 には、現状 を見据 えた上 でその 目的 に沿 った議 論 を尽 くし、我

が 国の再審制度 が真 に えん罪 救済 のた めの実効性 のあ るもの となる よ

うな答 申を され るよ う強 く求 め るものであ る。

令和7年12月3日
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